
 

狭あい道路拡幅整備方針  

～狭い道路をなくして、住みよいまちづくり～  

                             制定  平成 22 年 9 月 
改定  令和  7 年 7 月 

 

狭あい道路について   

松伏町内には、道路幅員が４ｍに満たない道路が数多く存在している状況です。

このような狭い道路では日常生活における通行や災害時の消防・救急活動に支障

をきたします。   

 

狭あい道路の問題点   

・緊急車両（消防車、救急車等）の通行に支障をきたし、消火活動や救助活動の

妨げの原因となります。   

・災害時の避難に支障をきたします。   

・歩行者と車のすれ違いや自転車と車のすれ違いが困難なため危険です。   

 

問題を解決するためには・・・   

  当町では、狭い道路を解消するため「狭あい道路拡幅整備方針」を作成（令和

７年度改定）し、皆様の御理解と御協力により狭い道路をなくして、安全で住み

よいまちづくりを目指しています。   

  通常、建築行為などが発生した際、狭あい道路（幅員が４ｍに満たない道路）

に接する敷地は、建築基準法により（幅員４ｍのラインまで）後退しなければな

りません。今回、当町が示す「狭あい道路拡幅整備方針」は、地域住民の皆様の

生活道路であり、狭あい道路を拡幅（道路幅員４ｍ）する意思のある皆様の合意

のもとで、現状の道路から後退用地を寄附（採納）していただき、その用地を町

が舗装等整備するものです。   

 

後退用地とは・・・（次ページ参照）   

（１）狭あい道路に接する土地であって、狭あい道路の中心線とその中心線から

２ｍの線との間にある用地。  

（２）道路と道路の交差する角地において、それぞれの道路の境界線（狭あい道

路の場合は、建築基準法第４２条第２項により道路の境界線とみなさせる線）

の交点から境界線に沿ってできる底辺３ｍを標準とする三角形で囲まれた

部分の土地。（松伏町宅地開発指導要綱第７条第５項）  

（３）その他町長が認める場合の敷地。   

※  ただし、都市計画法第３４条第１２号の規定により定める開発行為は対象外

になります。  



 

【  拡幅整備の考え方  】   

 

 

・現況の道路幅員が４ｍ未満でその道路に接する沿線地権者全員の同意のもと

で道路の拡幅要望されるもの。  

・なお、両側沿線地権者全員の同意が原則ですが、やむを得ない場合は片側沿線

地権者全員の同意でも可とします。  

・道路後退用地の測量、分筆登記を町が実施します。  

・道路後退用地は、町へ無償で寄附してください。  

・道路後退用地のブロック塀、生垣など（以下「工作物等」という。）は、道路

整備の際に町が撤去します。  

 （撤去は行いますが補償は行いません。新たに工作物等を設置する場合は地権

者の負担で設置してください。）  

・道路後退用地に電柱、電話柱、水道メーターなどがある場合は、地権者におい

て移設願います。  

 ※工作物…ブロック塀、フェンス、擁壁、門扉、樹木、生垣など  
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【  拡幅整備の手順  】   

 

申請者（住民等土地所有者） 町 

 

①狭あい道路拡幅整備の合意  

   ↓ 

②拡幅整備要望書の提出（町様式）  

 （地先権利者全員の同意が必要）  

 

 

 

 

 

 

⑥境界確認立会い  

 

⑦道路後退用地寄附協力申込   

 （登記承諾書、印鑑証明書）  

 

 

 

 

 

 

③要望書の受理（現地調査）  

 

 ④事業化の検討 

 （事業化の可否と時期を回答）  

 

事業開始  

⑤用地測量  

 

⑤境界確認依頼  

 

⑧分筆登記、所有権移転登記  

 

 ⑨道路整備工事費予算の確保  

 

⑩工事着工  

 

 

松伏町  まちづくり整備課  土木担当   
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